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令和８年度 津島市水道水質検査計画 

 

 津島市では市民の皆様に安心して水道水を利用していただくため、事

業年度ごとに水質検査計画を策定し、この計画に基づいて水質検査を実

施しております。このたび令和８年度の水道水質検査計画を定めました

のでお知らせいたします。  

 

１  基本方針  

検査地点は市内の給水栓、配水施設、原水（深井戸）とします。  

検査項目は水質基準 52項目、水質管理目標設定項目、その他の必要に

応じた検査項目とします。  

検査は、項目に応じて水道法及び過去の検査結果に基づいた頻度で行

います。検査の省略が可能な項目についても、原則として 1年に 1回以上

の検査を行います。  

 

２  水道事業の概要  

(1) 給水状況（令和７年４月１日時点）  

区分  内容  

給水区域  津島市  

給水人口  59,335人  

給水戸数  27,692戸  

1日平均配水量  20,708m 3 

年間総配水量  7,558,417m 3 

県水受水量  6,166,426m 3 

県水依存率  81.6% 

 

(2) 施設概要  

配水  

施設名  
又吉配水場  神守配水場  

使用  

水源  

愛知県営水道  

（尾張西部浄水場）  

深井戸（神守水源 5号井、  

9号井、 11号井）  

愛知県営水道  

（尾張西部浄水場）  

浄水処

理方法  
塩素滅菌処理  

塩素滅菌処理  

除砂処理  

留意  

事項  

愛知県営水道からの浄水については愛知県企業庁からの  

水質検査結果で確認します。  

令和８年４月１日より又吉配水場の深井戸を休止し、愛知県営

水道からの浄水受水のみとしました。  
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３  水質の状況  

(1) 原水  

  津島市の水源は、市内の３本の地下水（深井戸）と、愛知県営水道

尾張西部浄水場から受水する浄水です。  

  このうち又吉配水場は、愛知県営水道尾張西部浄水場からの浄水受

水のみです。  

神守配水場における地下水の水質は良好な状態であり、尾張西部浄

水場から受水する浄水とブレンドして配水しています。  

(2) 浄水  

  過去３年間の水質検査結果より、浄水はすべての項目で水質基準を

満たしています。  

 

４  水質管理上留意すべき項目  

(1) 鉄・マンガン  

原水のうち地下水には鉄、マンガンが含まれているため、これらの

成分について、原水、配水施設、給水栓にて、それぞれ年４回の検査

を実施します。  

(2) ヒ素  

  神守配水場から供給される水道水中には、水質基準値内ですが、ヒ

素が含まれているため、給水栓にて年４回の検査を実施し、監視して

います。  

(3) 消毒副生成物  

消毒に次亜塩素酸ナトリウムを用いているため、給水栓に加えて配水

施設においても年４回の検査を実施し、監視しています。  

(4) その他  

各配水場から供給される水道水について、法令で定められた残留塩素

濃度を保持するよう、管理を行い監視しています。  

 

５  検査地点・検査項目・検査頻度とその理由  

検査地点は＜表１＞に定めた地点とします。また、検査項目、検査頻

度は又吉配水系統について＜表２＞、神守配水系統について＜表３＞の

とおり設定します。これらの項目は、基本方針、及び水質管理上留意す

べき項目に基づき設定しています。各項目の理由については、＜表２＞、

＜表３＞に記載しています。  

 

(1) 原水  

神守水源３井戸について検査を行います。  

水質基準項目は大腸菌、鉄、マンガンについては年４回、消毒副生

成物及び味を除く項目については年１回検査します。また、毎月１回

pH値、臭気、濁度、色度、電気伝導率、アンモニア態窒素の６項目に
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ついて自己検査を行います。水質目標管理項目検査は９項目に関して

年 1回以上実施します。その他、クリプトスポリジウム指標菌である嫌

気性芽胞菌について年４回、従属栄養細菌についても年４回検査を行

います。  

(2) 配水施設  

又吉配水場、神守配水場の配水施設についても検査を行います。両配

水場とも水質基準項目について全項目年１回以上検査を実施します。  

(3) 給水栓  

検査地点は配水系統ごとにそれぞれ選定します。水質基準項目のうち、

毎月検査を行う箇所は又吉配水系統３箇所、神守配水系統３箇所、年１

～４回検査を行う箇所は各配水系統で１箇所とします。水質管理目標設

定項目については配水系統ごとにそれぞれ１箇所設定して検査を行い

ます。  

検査頻度は水質基準項目については全項目年１回以上とします。水質

管理目標設定項目については６項目に関して年１回検査を行います。  

毎日検査は色・濁り・残留塩素について実施し、又吉配水系統で１箇

所、神守配水系統で２箇所選定します。  

(4) 検査回数低減可能項目について  

  規則では、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる

場合であって、過去３年間の結果が基準値の１ /５以下の場合は１回 /

１年、１ /10以下である場合は１回 /３年の検査頻度まで低減する事が可

能な項目もありますが、基本方針に基づき、すべての項目で年１回以上

検査します。  

水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等については、井戸

周辺の水質汚濁防止法に基づく特定事業場等の把握に努め、原水の水質

に影響するおそれのある事象が発生した場合は、検査回数等を変更しま

す。  

ただし、鉄及びその化合物とマンガン及びその化合物については、原

水由来の成分と考えられるため、変動を把握するため回数の低減をして

いません。  

 

６  臨時の水質検査  

 臨時の水質検査は、以下のような場合に行います。臨時の水質検査項

目は毎月検査項目である一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全

有機炭素（ TOC）の量）、 pH値、味、臭気、色度、濁度の９項目と、状況

に応じて水質基準項目及び水質管理目標設定項目の中から必要と思われ

るものについて実施します。  

(1) 水源の水質が著しく悪化したとき。  

(2) 水源に異常があったとき。  

(3) 水源付近、給水区域及びその周辺等で消化器系感染症が流行して
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いるとき。  

(4) 浄水過程に異常があったとき。  

(5) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれ

があるとき。  

(6) その他特に必要があると認められるとき。  

 

７  検査方法  

 定期及び臨時の水質検査は、水道法第 20条の規定により国土交通大臣

及び環境大臣の登録を受けた検査機関に委託して行います。  

 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、水質基準に関する

省令に規定する環境大臣が定める方法により行います。なお、その他の

項目の検査については、上水試験方法（日本水道協会）等によって行い

ます。  

 毎日検査については、配水場運転管理等業務受託者による毎日業務と

して実施します。  

 

８  水質検査結果の評価に関する事項  

 水源や原水の水質検査結果に合わせた適正な処理を行い、給水栓の検

査結果が水道法に規定された水道水質基準を満たすことを確認します。  

 

９  水質検査計画及び検査結果の公表  

 水質検査計画は毎年度作成し、市役所ホームページにおいて公表しま

す。  

 水質検査結果及び毎日検査の記録は上下水道部工務課で保存します。

定期の水質検査結果は上下水道部工務課で閲覧できるほか、市役所ホー

ムページに掲載することにより、水質に関する情報を提供します。また

市民の皆様から寄せられたご意見、ご要望を検討し、今後の水質検査計

画、水質管理に反映させるよう努めます。  

 

10 水質検査の精度及び信頼性の確保  

 水質検査委託機関は、日本水道協会の水道水質検査優良試験所規範（水

道 GLP）、ISO/IEC17025、ISO9001の取得状況を考慮して選定します。また、

迅速な検査を実施するために、愛知県内に検査施設があることを委託条

件とします。  

 水質検査の精度管理については、内部精度管理及び外部精度管理の実

施状況を確認し、結果報告書の提出を求めます。また必要に応じて、委

託先の検査機関への立ち入り検査やクロスチェックにより検査状況の確

認を行い、信頼性の確保に努めます。  

 

 



 5 

11 関係機関との連携  

 水道水が原因で水質事故が発生した場合には、関係機関に連絡して情

報共有を行うとともに、水質検査を実施して対策を講じます。  

 水源又はその流域で水質汚染事故が発生した場合には、愛知県建設局

上下水道課、愛知県企業庁、津島市市民生活部生活環境課、その他関係

機関と連絡を密にして、早急に状況調査、原因解明、対策実施及び水源

の水質検査を行います。  

【お問合先】   津島市上下水道部工務課 

〒 496-8686 愛知県津島市立込町2-21 

TEL 0567-55-9748 


